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令和８年度 ＡＬＩＣ

畜産副産物適正処分等推進事業

説明資料

資料２

令和７年12月24日

食肉鶏卵課 畜産副産物班



＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．肉骨粉適正処分対策事業
○ 牛肉骨粉の適正処分を推進するため、レンダリング事

業者における牛肉骨粉の製造や、焼却等に係る経費を
支援。

２．牛せき柱適正管理等推進事業
○ 牛せき柱の食品・飼料等としての流通を防ぐため、食

肉事業者における牛せき柱の除去・管理や、処分等に係
る経費を支援。

３．国産原皮品質向上等支援事業【新規】
○ 国産原皮の国際競争力の強化や輸出機能の維持を図

るため、原皮事業者における原皮の品質向上に必要な
機械導入や、原皮の一時保管等に係る経費を支援。

４．畜産副産物需給安定推進事業
○ 畜産副産物の需給調査や、肉骨粉の用途拡大の検討

等を支援。

○ 畜産副産物適正処分等推進事業

＜事業の流れ＞

【令和８年度所要額 5,588百万円（5,669百万円） 】

（１の事業）

（２の事業）

（４の事業）

ALIC

レンダリング事業者
定額

交付

⽇本畜産
副産物協会

⾷⾁事業者
定額

（３の事業）原⽪事業者等

定額、
1/2以内

原⽪業者

⼀時保管
営業倉庫

保管委託 輸出

焼却等

焼却処理等

レンダリング業者

【輸出機能の維持】

（⾁⾻粉）

【国際競争⼒の強化】 フレッシングマシンの導⼊

（競争⼒の強化）

輸出

（夾雑物の除去・塩漬の均⼀化） （品質の向上）

（３の事業）

（１〜３か⽉の保管）

レンダリング⼯場

（１の事業）

①製造費
（定額）

②輸送費等
（定額）

③焼却処分費等
（定額）

保管倉庫
焼却施設や
セメント⼯場等

⾁⾻粉を製造し梱包の後、輸送して焼却処分に係る費⽤等を⽀援（⼀時保管費含む）

確認票確認票

確認票の発⾏
枝⾁から⽜せき柱を分離
他畜種と混⼊しないよう適切に管理

分離された⽜せき柱は
管理票とともに処分業者へ

適正に分離・
処理されたことを
確認し、促進費
を交付

写

確認票 写

処分業者は適正処分後に
管理票の写しを発⾏

枝⾁を⽣産

カット場、卸、⼩売販売店等と畜場等

（２の事業）事業による⽀援は下線
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１．肉骨粉適正処分対策事業

の変更点



（１）「⾁⾻粉等の適正処分」の「輸送費」の補助単価の⾒直し

セメント工場

<焼却>

レンダリング施設

<肉骨粉製造>

一時保管場所

<積み替え>

補助単価（上限）距離区分

3.4円/kg～ 50km

5.2円/kg51km ～ 100km

7.5円/kg101km ～ 200km

9.5円/kg201km ～ 300km

11.5円/kg301km ～

○ ⾁⾻粉適正処分対策事業では、 ①レンダリング施設から⼀時保管場所の輸送費と②⼀時保管場所から焼却場所の
輸送費を補助しているが、①の距離区分・単価上限が「101km以上・7.5円/㎏」であるのに対し、②は「301km
以上・11.5円/㎏」であった。

○ しかし、①の輸送距離が400㎞を超える事例が確認されたため、①についても「301km以上・11.5円/㎏」まで
の区分を適⽤することとしたい。

○ また、②について、セメントバルク⾞（ジェットパッカー⾞等）を⽤いて運搬する場合にあっては、運賃の上限
を２割増とすることとする。

②専用のジェットパッカー車で運搬①トラック運搬（フレコン等）

補助単価（上限）距離区分

3.4円/kg～ 50km

5.2円/kg51km ～ 100km

7.5円/kg101km ～ 200km

9.5円/kg201km ～ 300km

11.5円/kg301km ～

※ 赤字（赤枠内）の区分を追加 ※ バルク車の場合、補助単価
の上限を２割増
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○ 肥料規制の見直しにより、令和７年９月27日以降は牛肉骨粉を肥料に利用する際の摂取防止
材の混合等処理が不要となった。

○ このため、レンダリング事業者と肥料メーカーが連携した牛肉骨粉の肥料利用拡大の取組に対
し支援する「肉骨粉等の利用促進」については、４月１日から９月26日まで（179日間）の取組で
終了。

摂取防止措置【※１】

容器への表示【※２】

肉骨粉の製造
肥料メーカーに出荷

連携・計画策定

肥料メーカーレンダリング
事業者

・ 肥料利用を拡大する取組に対し
促進費を交付。（33.5円/㎏）

・ 交付対象は、過去３年の平均より
増加した数量。

【※１】摂取防止措置の内容
○ 摂取防止材との混合

・ 消石灰：肉骨粉の全重量の5%以上
・ とうがらし粉末：肉骨粉の全重量の5%以上
・ パームアッシュ：肉骨粉の全重量の10%以上 など

○ その他
・ 化学肥料等を50％以上配合など

【※２】容器への表示例

この肥料には、牛由来のたん白質が入っていますから、
家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に
与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。

→ 不要！ → 要・継続！

※ 支援は、令和７年度は９月26日までの取組で終了

（２）「⾁⾻粉等の利⽤促進」のメニューの廃⽌
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２．牛せき柱適正管理等推進事業

の変更点



カット場、卸・販売店等と畜場

枝肉（せき柱付）

枝肉

せき柱

処理場

枝肉を分割
せき柱を除去

① ② ③

④ ⑤ ⑥

枝肉確認票

①と畜される 牛１頭毎に
枝肉確認票を１枚交付

① ② ③

④ ⑤ ⑥

枝肉確認票

＋

② 枝肉と確認票を
セットで移送

③ カット場で枝肉を６分割。
それぞれに分割票を割当

① ② ③

④ ⑤ ⑥

処理の
証明

処理の証明
の写し

事業実施団体

⑤ 分割票の枚数に応じ、

牛せき柱適正管理促
進費等を 交付

確認票は６枚の
分割票から構成

ア 牛せき柱適正管理促進費
→ 分割票６枚当たり １５０円交付

イ 畜産残さ有効利用促進費
（ア）ワークシェアリングにより牛のみを処理している場合

→ 分割票６枚当たり １５０円交付
（イ）牛・豚を分別して処理している場合

→ 分割票６枚当たり ３００円交付

④ せき柱処理の証明と
分割票をセットで申請

イ 畜産残さ有効利用促進費
（ア）ワークシェアリングにより牛のみを処理している場合

→ 分割票６枚当たり １５０円交付
（イ）牛・豚を分別して処理している場合

→ 分割票６枚当たり ３００円交付

R7年度で
終了
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○ 牛の畜産残さの飼料利用が可能となったことから、「畜産残さ有効利用促進費」は、令和７
年度で終了。（「牛せき柱適正管理推進費」は継続。）

「⽜せき柱適正管理等推進事業」の⾒直し（⼀部廃⽌）
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３．国産原皮品質向上等支援事業

【新設】



１．国際競争⼒の強化

⾼品質な原⽪を⽣産するための機械を導⼊す
る取組や、国産原⽪の科学的評価や新たな⽤途
について検討を⾏う取組を⽀援。

原皮対策（R８ALIC事業）

○ ⽇本の原⽪は、⽜⽪50％、豚⽪95％が輸出に仕向け。東南アジアで⼀次加⼯された後、現地⼜は中国で⾰
製品に加⼯され、アメリカなど世界に輸出されるグローバルなサプライチェーンが構築されている。

○ ⽶中の貿易摩擦等の影響による⽪⾰のサプライチェーンの変化により、輸出仕向けの⼀次的な停滞など、国産原
⽪の輸出環境が変化。

○ これらの課題への対応として、品質向上等による国際競争⼒の強化を後押しするとともに、輸出仕
向けの⼀次的な停滞への対応について⽀援を実施。

和⽜等原⽪等 分析・評価

分析 有効性の発信

【科学的評価】

フレッシングマシンの導⼊
輸出

（夾雑物の除去・塩漬の均⼀化）

【品質向上】

きょうざつぶつ

２．輸出機能の維持

輸出停滞した原⽪を⼀時保管する取組や、輸
出できなかった原⽪を焼却処分する取組等を⽀
援。

原⽪業者

【⼀時保管】
営業倉庫

（１〜３か⽉保管）

保管委託 輸出

焼却場等

焼却処理等

レンダリング業者
（⾁⾻粉）

【焼却等】

（品質の向上・競争⼒の強化）
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（１）国産原皮分析評価等推進
国産原皮の特性について客観的な分析・調査による

正確な評価等を行うとともに、その有効性について鞣
事業者（タンナー）等に広く発信する取組に対して支
援する。

（２）国産原皮品質向上等推進
原皮の品質向上を行うための機械の導入や付加価値

を創出するため調査・実証等を行う取組に対して支援
する。

（３）国産原皮新用途開発等推進
皮革原料に向かない低品質な原皮の新たな用途につ

いて検討を行う取り組みに対して支援する。

１．国際競争⼒の強化の概要

（２）の事業のうち機械導⼊

＜事業の流れ＞

ALIC
定額

事業実施主体

½以内

（２の事業）

（１の事業）

（３の事業）

原皮（細断）

和牛等原皮 分析機関

脂肪分の量や、皮の厚さ、
品質等を科学的に分析す
ることにより、国産原皮
の特性を客観的に評価

 国産原皮等の分析

分析

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
○ 国内外の皮革産業の需要低下等から原皮の価格は低迷しているため、競争力の強化が必要となっている。
○ 国産牛（特に和牛）の原皮は、タンナーから「脂肪分が多い（鞣しに影響する）」等の評価を受けており、国内

シェアは６割にとどまっているが、これらの内容を科学的に調査した事例は確認されていない。
○ このため、国産原皮の分析・評価を行うとともに、品質を向上させる取組等に対して支援することで、国内外にお

ける国産原皮の利用促進を図ることを目的とする。

事業実施主体

「フレッシングマシン」
の導入により皮裏面の脂
肪等を均一に除去するな
どし、品質を向上

手作業（専用ナイフ使用） フレッシングマシン

導入

加工 分析・給与

レンダリング（肉骨粉）

規格外生皮を肥飼料
用肉骨粉原料とした
場合の適正等を検討

飼料メーカー等

 フレッシングマシン等の導入

（１）及び（３）の事業、 （２）の事業のうち調査・実証

ALIC
10



○ 国産原皮の特性について客観的な分析・調査による正確な評価等を行うとともに、その有効性について鞣事業者
（タンナー）等に広く発信する取組に対して支援する。

（１）国産原皮分析評価等推進

事業実施団体

原皮事業者 分析機関

検討会
リーフレット等の作成・配布により、
和牛などの国産牛原皮をPR

② 国産原皮の利活用事例調査① 国産原皮等の特性調査

事業実施主体：民間団体
委員：原皮事業者、有識者等

グローブ・革ジャン・
ハンドバック など

③ 検討会の開催・リーフレットの配布等によるPR

和牛等原皮
科学的な分析により、
和牛などの国産原皮の特性
（脂肪量等）を客観的に評価

原皮事業者・タンナーの取組、
和牛等国産原皮の利活用状況、
鞣し工程における留意点 などを調査

国産原皮等の特性調査及び事例調査の
実施方針の検討、結果のとりまとめ、
リーフレット等の作成・配布

実費

実費 実費

和牛(去勢・雌)、F1(去勢・雌)、
ホル(去勢・雌)、輸入

鞣し事業者
（タンナー）

 分析・評価

 品質調査
タンナーに対して、
国産と輸入の原皮をウェットブルー
（WB）に加工した際の品質差（等級
割合など）を調査

加工分析
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○ 原皮の品質向上を行うための機械の導入や付加価値を創出するため調査・実証等を行う取組に対して支援する。

（２）国産原皮品質向上等推進

○ 品質向上（フレッシングマシン等の導入）

原皮事業者

食肉処理施設

鞣事業者
(タンナー)

（脂肪等の除去）
（塩蔵）

原皮事業者食肉処理施設
鞣事業者
(タンナー)

○ 付加価値創出（検討会の開催）

○ 付加価値創出（調査・実証）

事業実施団体

事業実施主体：民間団体
委員：原皮事業者 等

販売業者

or

リース業者

実費

実施方針の検討、調査・
実証等結果のとりまとめ

表示・皮の管理・流通方法等を調査・検討し、皮革のトレーサ
ビリティの体制を構築（食肉処理施設等との調整など）

生皮

原皮

フレッシングマシンの導入

産地等の情報付加による
原皮の付加価値化

※手作業で行っていた脂肪等の除去を
フレッシングマシンで処理することで
均質的な塩漬の処理が可能となり、
保存性が向上

ALIC 原皮事業者

事業実施主体
（中小協業等組合、農協等、

一般社団法人）

共同利用

機器導入価格の
１／２以内を補助

○ 導入支援の流れ

フレッシングマシーン等の整備（購入又はリース）

検討会

１／２以内

１／２以内

※ 一般社団法人が、リース方式で導入したフレッシングマシン等を原皮事業者に貸し付ける方式の実施についても検討中。
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（３）国産原皮新用途開発等推進

○ 皮革原料に向かない低品質な原皮の新たな用途について検討を行う取り組みに対して支援する。

○ 肥飼料用肉骨粉原料等への調査・実証

原皮事業者
レンダリング事業者 肥飼料メーカー

生皮

事業実施団体

検討会

リーフレット等の作成・配布により
肥飼料用肉骨粉原料への利用促進

○ 検討会の開催

製造試験
・原皮の投入量

（許容可能な最大投入量等）
・毛の除去対策（篩目の細かさ等） など 試作品の評価・実証

・毛の混入
・取扱い、保存性
・嗜好性 など

実施方針の検討、
検討結果のとりまとめ、
リーフレット等の作成・配布

実費

実費

事業実施主体：民間団体
委員：原皮事業者、レンダリング事業者、有識者等

分析機関

試作品の分析
・成分（脂肪量、CP等）
・毛の混入 など

試作品

規格外生皮
カットの大きさ など

例）

篩い機 網目（mm）

BA

投入量(枚)

○○～４

△○５～６

△△７～８

×△９～１０

××１１～
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焼却場等

原皮業者

レンダリング業者

営業倉庫

保管委託

出荷

（肉骨粉製造）

原皮
原皮

商社等

ゼラチンメーカー

原皮

ｾﾞﾗﾁﾝ原料業者

（洗浄・脱毛等）

革製品等の製造

焼却処分

ｾﾞﾗﾁﾝ・ｺﾗｰｹﾞﾝ
等の製造

レンダリング・処分

流通促進

カット・処分

生皮

（１～３か月保管）

○ 原皮の一時保管
国外皮革産業の需要の低下等から輸出が停滞した原皮について、外部の営業倉庫において一時的に保管する取組

に対して支援する。

○ 輸出できない原皮の滞留防止
輸出先が確保できなかった原皮について、焼却処理等を行う取組を支援する。

輸出豚原皮： ８円/枚/月
牛原皮：40円/枚/月

豚原皮： 12.6円/kg
牛原皮： 13.0円/kg

（100km輸送時）
豚原皮： 2.0円/kg
牛原皮： 2.1円/kg

豚原皮： 27.5円/kg
牛原皮： 27.5円/kg

【促進事業費】

※原皮業者

※原皮業者

※原皮業者

※レンダリング業者

豚原皮： 21.6円/kg
牛原皮： 21.8円/kg

※原皮業者

レンダへ

直接焼却へ

２．輸出機能の維持
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200

250

300

350

400

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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○ 補助対象上限枚数について

○ 補助対象上限枚数は、①の基準枚数 × ②の対象係数（小数点以下切り捨て）とする。

① 基準枚数：過去３年度に「輸出に仕向けた原皮」の枚数の２割とする。

② 対象係数：原皮価格が基準額（R４～R６年度の平均額の９割）を下回った月数／12ヶ月とする。

○ 補助対象上限枚数の範囲内で、取組（一次保管、レンダ・焼却等）の振り分けは自由。（超えた部分は補助対象外。）

○ なお、「一時保管」の事業を除き、補助対象上限重量（牛：29.09kg／枚、豚：4.96kg／枚で換算）を用いることとする。

補助対象枚数 ＝ ①（上限枚数：１．２万枚） × ②（対象係数：１／６）
＝ ０．２万枚

① 基準枚数 ＝ ６万枚（過去３年度平均として仮定）×0.2（２割）
＝ １．２万枚

② 対象係数 ＝ ２ヶ月（基準額に満たなかった月数）÷１２ヶ月
＝ ２／１２ ＝ １／６

＜参考①＞令和８年度・牛原皮想定
（円/枚）

＜参考②＞令和８年度・豚原皮想定
（円/枚）

基準額に満たなかった月数
計２か月間 基準額に満たなかった月数：計12か月間

基準額（346円/枚）

基準額（2,331円/枚）

補助対象枚数 ＝ ①（上限枚数：１０万枚） × ②（対象係数：１）
＝ １０万枚

① 基準枚数 ＝ ５０万枚（過去３年度平均として仮定）×0.2（２割）
＝ １０万枚

② 対象係数 ＝ １２ヶ月（基準額に満たなかった月数）÷１２ヶ月
＝ １２／１２ ＝ １

（想定） （想定）
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